
島根県物産観光館出品要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、島根県物産観光館（以下、「物産館」という。）における県産品

の新規出品に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 制度の目的 

  物産館において県産品を出品する機会を提供し、県内企業等の販路拡大に資す

ることを目的とする。 

 

３ 出品対象商品 

  物産館に出品することができる商品は、次に掲げるものとする。 

(1) 次に掲げる食品及び工芸品であって、食品にあっては、食品衛生法（昭和22 

年12月24日法律第233号）、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法 

律（昭和25年5月11日法律第175号）その他食品表示の規制に関する各法令の内 

容に適合しているもの 

   ア 県内で生産又は採取された産品 

  イ  県内で生産又は採取された産品を主な原料とし、県内で加工された製品 

  ウ 県内で生産又は採取された産品を主な原料とし、県外で委託加工された製

品 

  エ  県外で生産又は採取された産品を主な原料とし、県内で加工された製品 

(2) (1)に掲げるもの以外の商品で、しまねブランド推進課長（以下、「課長」 

という。）が認めるもの 

 

４ 出品資格 

  物産館に商品を出品することができる者（以下、「出品者」という。）は、次 

に掲げる者とする。 

(1) 県内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体 

(2) その他、３に掲げる商品を出品しようとする者で課長が認める者 

 

５  出品方法 

物産館に商品を出品する方法は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 申請先 

出品者は、別に定める出品申請書に現物等を添えて課長に提出するものとす 

る。 



(2) 申請時期 

     随時受け付けるものとする。 

 

６ 出品商品の決定 

 課長は、出品申請書等の内容を審査し、申請された商品が出品対象商品及び出

品資格に適合すると認められるときは、当該商品の出品を決定するものとする。 

ただし、課長は、施設、設備の制約等により出品を留保することができる。 

   

７ 出品商品の取扱い 

  課長は、出品商品を決定したときは、次に掲げる方法により当該商品の展示を

行う。 

(1) 商品の展示 

  ア 展示の方法等 

(ｱ) 商品陳列棚を活用し、ＰＯＰ等によりセールスポイントを強調し紹介す 

る方法 

(ｲ) イベントコーナー（食品・工芸）を活用し、出品者が自ら商品を紹介す 

る方法 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)を組み合わせて行う方法 

  イ  展示期間 

(ｱ) (1)のアの(ｱ)に掲げる商品のうち、食品については原則３か月程度とし、 

食品以外については原則６か月程度とするが、消費者からの評価が高い商 

品については、課長の判断により最長１年間、展示を継続することができ 

る。また、再継続についても、これを妨げない。 

(ｲ) (1)のアの(ｲ)に掲げる商品については、２日間から２週間までとする。 

 

８ その他 

     この要領に定めるもののほか、物産館への新規出品に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成３０年５月７日から施行する。 

 


